
１　施設の概要

施設概要

名称 つくばウェルネスパーク

所在地 つくば市山木1562番地

名称 ライフテックつくば

所在地 つくば市島名825

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

Ｂ

つくば市指定管理者実績評価表

所管課 市民部スポーツ施設整備室

評価対象期間 令和２年(2020年)４月１日から令和３年(2021年)３月31日まで

関係条例等 つくばウェルネスパーク条例、つくばウェルネスパーク条例施行規則

設置目的
市民に運動の場及び保養の場を提供するとともに、必要に応じて健康の保持増進に関する指導
及び助言を行うことにより、市民の健康づくりを支援及び促進するため。

令和５年度
（2023年度）

指定管理業務の内容

（1） つくばウェルネスパーク（以下パークという）の施設等及び植栽並びに物品の維持管理に関
すること
（2） 次に揚げる事業に関すること
　①運動及び保養のための施設の提供に関すること
　②健康の保持増進に関する指導及び助言に関すること
　③健康の保持増進に関する教室、講座、講演会等の実施に関すること
　④その他パークの設置目的達成のため必要な事業
（3） 利用の許可に関すること
（4） 利用料金の徴収に関すること
（5） 利用者に対する利用許可の取り消し、利用制限及び停止並びに退去命令に関すること
（6） 来園者に対する退去命令に関すること
（7） 指定管理者が行うことのできる業務

指定期間

指定管理者

平成31年(2019年)４月１日から令和６年(2024年)３月31日まで(５年間）

総合評価（年度評価）

令和４年度
（2022年度）



管理運営実績データ

施設名
目標・計画等 実績 原因・指示・勧告等

利用者数
稼働率等

【計画】
ヘルスプラザ　185,000人
スタジアム　55,000人
ｽﾎﾟｰﾂﾌｨｰﾙﾄﾞ　9,000人

　以下の理由により、計画及
び昨年度実績を下回った。
・新型コロナウイルス感染症
の影響により茨城県に緊急
事態宣言が発令され、令和２
年４月４日から５月31日まで
全館閉鎖。それに伴い、レッ
スン等の教室も中止。
・茨城県独自の緊急事態宣
言が発令され、令和３年１月
18日から２月７日までヘルス
プラザを臨時休館。スタジア
ムは20時までの時短営業。

【令和２年度】
ヘルスプラザ　97,598人
スタジアム　32,757人
ｽﾎﾟｰﾂﾌｨｰﾙﾄﾞ　3,143人

（参考）
【令和元年度】
ヘルスプラザ　149,974人
スタジアム　45,113人
ｽﾎﾟｰﾂﾌｨｰﾙﾄﾞ　8,285人

自主事業
（講座・セミナー等）

○自主事業１
スポーツ施設関係
（スタジオレッスン、プール
レッスン等）
○自主事業２
食事及び物販等
（レストラン等）

収入達成率（実績／計画）
○自主事業１達成率
57.7%
○自主事業２達成率
38.2%

　以下の理由により、計画及
び昨年度実績を下回った。
・新型コロナウイルス感染症
の影響により茨城県に緊急
事態宣言が発令され、令和２
年４月４日から５月31日まで
全館閉鎖。それに伴い、レッ
スン等の教室も中止。
・茨城県独自の緊急事態宣
言が発令され、令和３年１月
18日から２月７日までヘルス
プラザを臨時休館。スタジア
ムは20時までの時短営業。

アンケートの実施状況
（利用者の満足度、

苦情等）

利用者のニーズや苦情を適
切に把握する仕組みを確立
し、サービスレベルの継続
的な向上を図るとともに、施
設の運営に反映できるよう
対応する。
利用者のニーズに沿った
サービスを提供するため、
定期的なアンケートを実施
し、スタッフミーティング等で
の協議を行う。
また、スタッフに対して接遇
と苦情対応の研修を実施す
る。

【令和２年度：146件】
○施設利用のしやすさ
満足・やや満足　71.3%
普通　　　　　　　  15.0%
不満・やや不満　13.7%
○施設の清潔さ
満足・やや満足　70.3%
普通　　　　　　　  15.9%
不満・やや不満　13.8%
○職員の対応（受付、清
掃、職員の対応及びプール
スタッフ等の対応の合計）
満足・やや満足　70.5%
普通　　　　　　　  17.8%
不満・やや不満　11.6%

※参考
○受付、清掃、職員の対応
満足・やや満足　73.3%
普通　　　　　　　  13.0%
不満・やや不満　13.7%
○プールスタッフ等の対応
満足・やや満足　67.4%
普通　　　　　　　  23.2%
不満・やや不満　  9.4%

　利用者の御意見、苦情等に
丁寧な対応を行った結果、満
足・やや満足の割合が高い
結果となった。しかし、回答項
目に「ふつう」を加えた結果、
満足・やや満足の割合が前
年度と比較して10ポイント以
上下がる結果となった。
　引き続き利用者のニーズを
把握し、サービスの向上に努
めるとともに、特に清掃やス
タッフの接遇に対する御意見
に対しては真摯に対応するよ
う指示した。



収支状況

○収入　221,661,835円
　（指定管理料　75,000,000
円）
○支出　221,661,835円
　（人件費　83,575,000円）
○差引　0円

【令和２年度】
○収入　164,094,874円
　（指定管理料　75,000,000
円）
　（その他　89,094,874円）
○支出　192,876,241円
　（人件費　76,437,900円）
　（その他　116,438,341円）
○差引　△28,781,367円

【令和元年度】
○収入　188,040,381円
　（指定管理料　74,000,000
円）
　（その他　114,040,381円）
○支出　199,399,349円
　（人件費　62,039,858円）
　（その他　137,359,491円）
○差引　△11,358,968円

　以下の理由により、計画及
び昨年度実績を下回った。
・新型コロナウイルス感染症
の影響により茨城県に緊急
事態宣言が発令され、令和２
年４月４日から５月31日まで
全館閉鎖。それに伴い、レッ
スン等の教室も中止。
・茨城県独自の緊急事態宣
言が発令され、令和３年１月
18日から２月７日までヘルス
プラザを臨時休館。スタジア
ムは20時までの時短営業。



２　評価結果

（１）管理状況

①適切な管理の履行 3

②適切な職員配置 2

③職員研修・人材育成 2

④職員の労働環境 2

⑤個人情報の取り扱い 2

⑥安全対策・事故防止対策 2

⑦危機管理体制 2

（２）運営状況

①平等利用の確保 2

②指定事業の実施 2

③自主事業の実施 2

④利用者意見の反映 2

⑤意見・苦情等への対応 2

⑥利用者満足度 2

⑦利用実績 2

⑧地域との関わり 2

評　価　項　目

評点
項目 視点

協定や事業計画に沿った管理が適切に履行されている
か。（清掃、警備、保守点検、環境配慮等）

職員配置は適切か。（有資格者等の配置）

職員教育、育成は適切に行われたか。（就業規則、接遇等
研修、法令、情報管理等）

労働条件や労働環境は適正か。

個人情報保護及び情報公開は適切に行われたか。

来館者の安全対策、事故防止策は適切であったか。

防犯及び防災、その他事故等緊急時の体制、対応は十分
であったか。

【評価の理由】

　指定管理者２年度目の運営であるが、遵守すべき法令や基準に基づき管理を行った。
　新型コロナウイルス感染症流行の影響で、国及び県の緊急事態宣言の発令により、一定期間、施設の全
館閉鎖又は一部閉鎖を行ったが、その間の措置や連絡調整については市と十分に連携をとり対応した。特
に、感染拡大防止策として、入館時の検温、消毒液の設置、アルコールや次亜塩素水による館内の消毒作
業等においては、十分に講じられたと評価できる。
　なお、報告書、書類の提出については、軽微な訂正はあったものの、期限内に提出された。

評点
項目 視点

平等・公平な利用に配慮されていたか。

仕様書に指定された事業が計画通り実施されたか。

事業者の創意工夫によるサービスの向上や利用促進策が
予定通り図られたか。

利用者の意見を把握し、それらを反映させる取組がなされ
ているか。

利用者からの苦情やトラブルに対し、適切に対応したか。

利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足が得られ
ているか。

利用者数・利用料金収入を増加する又は確保するための
取組がなされているか。（導入前との比較、導入後の推移
等）

市民のニーズを反映した取組がなされたか。
地域の住民や団体との連携が図られているか。
地元住民や地元業者の活用等、地域活性化に貢献してい
るか。

【評価の理由】

　利用実績は前年度に比べ大幅に減少した。
　利用実績が減少した原因は、新型コロナウイルス感染症流行の影響で、国及び県の緊急事態宣言の発
令により、一定期間、施設の全館閉鎖又は一部閉鎖を行った影響によるところが大きいと考えられる。新型
コロナウイルス感染症の流行が収束しない状況ではあるが、新規利用者の獲得については更なる努力が
必要である。
　一方で、休館中に独自の接遇研修を行うなど、利用者満足度の向上に努めたことは評価に値する。



２　評価結果

（３）収支状況

①管理運営経費の節減 2

②事業収支 1

【総合評価】

※添付書類

【評価の基準】

【総合評価の基準】

　上記総合評価の基準により、下表の加減点を採点表へ反映させる。

　※更新年度評価での加減点とし、年度評価及び最終評価では考慮しない。

評　価　項　目

評点
項目 視点

管理経費を縮減するため、効果的・効率的な執行がなされ
たか。

収支計画は、計画どおり達成されたか。

【評価の理由】

　収支計画が赤字となったため。
　収入・支出ともに、新型コロナウイルス感染症流行の影響で、国及び県の緊急事態宣言の発令により、一
定期間、施設の全館閉鎖又は一部閉鎖を行った影響によるところが大きいと考えられる。

合計評点 34 評価ランク B

【総評】 ※評価を踏まえ、翌年度の指導方針や、指定管理者制度の導入目的が達成されているかを記載する。

　指定管理者２年度目の運営であった。
　今年度計画及び前年度実績を上回る成果を上げられなかったのは、新型コロナウイルス感染症流行の影響で、国及び
県の緊急事態宣言の発令により、一定期間、施設の全館閉鎖又は一部閉鎖を行った影響によるところが大きいと考えら
れる。一方で、休館中に独自の接遇研修を行うなど、利用者満足度の向上に努めた。
　引き続き、新規利用者の獲得に積極的に取り組むとともに、アンケートや利用者の動向から把握した市民ニーズを事業
に反映し、サービスの向上に努めるよう指導する。

事業報告書（月別施設別利用者数一覧、月別施設別稼働率一覧、自主事業実績、利用者満足度調査（アンケート調査
等）結果、苦情一覧、収支報告書等）、モニタリングチェックシート、労働環境確認シート

４：目標や計画を大幅に上回るすばらしい成果があがったもの
３：目標や計画を上回る成果があったもの
２：目標や計画どおりの成果があったもの
１：工夫や改善は認められるが、結果的に目標や計画を下回っており、さらなる努力が必要なもの
０：目標や計画を下回っており、（所管部署の指導にもかかわらず、）工夫、改善が足りないもの

※　ただし、採点に当たっては、目標設定の度合いを考慮して行うことができる。

S：総合的に評価した結果、特に優れていると認められる
　　（０点の項目が無く、合計点が49点以上）
Ａ：総合的に評価した結果、優れていると認められる
　　（０点の項目が無く、合計点が39～48点）
Ｂ：総合的に評価した結果、適正に運営されていると認められる
　　（０点の項目が無く、合計点が30～38点）
Ｃ：総合的に評価した結果、さらなる努力が必要であると認められる
　　（合計点が18～29点、ただし、合計点が29点以上であっても０点の項目がある場合）
Ｄ：総合的に評価した結果、改善すべき点があると認められる
　　（合計点が17点以下）

【採点表へ反映させる加減点】

  Ｓ：５点加点
　Ａ：３点加点
　Ｂ：０点
　Ｃ：３点減点
　Ｄ：５点減点


